
傀
儡
国
家
満
洲
国
の

靖
国
神
社

新
京
建
国
忠
霊
廟

の
建
造
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
満
洲
国
当
局
の
祭
祀
活
動

曲

暁

范

一
九
〇
五
年
、
日
露
戦
争
後
の
日
本
は
、
ロ
シ
ア
と
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
を
利
用
し
て
、
元
来
帝
政
ロ
シ
ア
の
勢
力
範
囲
で
あ
っ
た
中
国

東
北
地
方
南
部
の
一
部
地
区
を
占
領
し
、
関
東
州
と
南
満
洲
鉄
道
の
付
属
地
を
日
本
の
植
民
地
と
し
た
。
日
本
の
植
民
当
局
は
、
日
露
戦
争

の

勝
利

を
美
化
し
、
日
本
の
植
民
統
治
を
強
固
に
す
る
た
め
、
一
九
〇
七
年
か
ら
次
々
と
、
占
領
し
た
中
国
東
北
南
部
の
重
点
都
市
に
、

日
本
の
戦
没
者
の
遺
骨
を
埋
葬
し
た
侵
略
性
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
す
な
わ
ち

忠
霊
塔

を
立
て
始
め
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
日
本
か
ら
の
大

量
の
移
民
が
中
国
東
北
部
に
移
入
す
る
に
伴
い
、
日
本
の
神
道
の
重
要
な
活
動
拠
点
た
る
神
社
も
ま
た
、
次
々
と
中
国
東
北
部
の
日
本
人
居

住
都
市
に
移
植
さ
れ
た
。
中
国
侵
略
の
背
景
の
も
と
で
、
日
本
の
植
民
当
局
は
入
植
者
に
対
し
て
侵
略
戦
争
の
教
育
を
行
い
、
ま
た
神
社
を

利
用
し
て
侵
略
的
な
精
神
洗
脳
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
建
設
し
た
一
部
の
神
社
で
は
、
日
本
の
祖
先
神
の
天
照
大
神
や
入
植
者
の
霊
魂
を

祀
る
以
外
に
、
ま
た
日
露
戦
争
の
際
に
中
国
東
北
部
で
死
亡
し
た
日
本
軍
人
の

位
牌

を
祀
っ
て
供
養
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
〇
世
紀
初

頭
に
お
け
る
東
北
地
域
の
日
本
人
神
社
に
は
、
そ
の
建
設
の
初
め
か
ら
濃
厚
な
侵
略
的
色
彩
が
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
三
二
年
の
満
洲
国
成
立
以
降
、
日
本
の
植
民
統
治
は
東
北
全
域
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
日
本
の
侵
略
プ
ロ
セ
ス
を
さ
ら
に
神
格
化
し
、

植
民
統
治
を
拡
大
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
国
の
永
久
占
領
を
現
実
化
さ
せ
る
た
め
、
日
本
の
植
民
当
局
は
、
一
方
で
東
北
各
地
に

満
洲

事
変

と
そ
の
後
の
抗
日
武
装
勢
力
の
討
伐
戦
で
死
亡
し
た
日
本
軍
人
の
遺
骨
を
埋
葬
し
た

忠
霊
塔

を
増
や
し
て
い
っ
た
。
ま
た
一
方

で
は
、

神
社

よ
り
も
さ
ら
に
強
烈
な
日
本
植
民
奴
隷
化
の
特
徴
で
あ
っ
た

建
国
忠
霊
廟

を
東
北
各
地
に
建
設
し
た
。
中
で
も
最
大
規



模
で
、
最
も
盛
ん
に
活
動
を
行
っ
た
の
が
、
一
九
四
〇
年
に

満
洲
国
国
家

の
名
義
で

国
都
新
京

に
建
設
さ
れ
た

建
国
忠
霊
廟

で
あ
る
。
こ
の
施
設
は
、
外
部
の
配
置
か
ら
内
部
の
祭
祀
形
式
ま
で
、
完
全
に
東
京
の

靖
国
神
社

を
模
し
て
作
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

満
洲
国
に
よ
っ
て

国
家
護
持
（
管
理
）

さ
れ
、
専
ら

建
国
の
神
聖
な
事
業
に
身
を
捧
げ
た
日
本
と
満
洲
の
文
武
官
員
の
位
牌

が
祀
ら

れ
、

招
魂

活
動
を
通
じ
て
そ
の

神
格
化

が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
は
表
面
だ
け
を
宗
教
に
似
せ
た

超
宗
教

的
な

国
家
レ
ベ
ル

の
植
民
地
主
義
に
よ
る
政
治
活
動
の
場
所
な
の
で
あ
り
、
事
実
上
、
満
洲
国
の

靖
国
神
社

で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。
こ
う
し
た
宗
教
活
動
の
衣
を
着
て
、
日
本
の
侵
略
的
な
植
民
地
主
義
に
よ
る
統
治
を
掲
げ
て
そ
れ
を
発
揚
さ
せ
た
施
設
に
関
し
て
は
、

こ
の
半
世
紀
、
中
国
国
内
で
は
ほ
と
ん
ど
専
門
的
な
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
筆
者
は
実
地

察
を
基
礎
と
し
て
、
そ

の
建
造
の
プ
ロ
セ
ス
と
当
時
の
日
本
の
当
局
が
そ
こ
で
行
っ
た
活
動
に
つ
い
て
論
述
を
加
え
、
東
北
占
領
史
の
研
究
を
進
め
て
い
く
。
そ
し

て
合
わ
せ
て
、
吉
林
省
、
長
春
市
が
こ
の
建
築
文
化
財
を
一
層
保
護
し
て
い
く
た
め
、
必
要
な
参

資
料
を
提
供
し
て
い
く
。

一
、

新
京

の

建
国
忠
霊
廟

の
建
造
プ
ロ
セ
ス

満
洲
国
の

国
都
新
京

に

建
国
忠
霊
廟

を
建
造
し
、
こ
れ
を

建
国
の
神
聖
な
事
業
に
身
を
捧
げ
た
日
本
と
満
洲
の
文
武
官
員
の

招
魂
社

と
す
る
最
も
早
い
計
画
は
、
一
九
三
五
年
に

満
洲
国
国
務
院

に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
。
同
年
七
月
、

満
洲
国
国
務
院

は
軍

政
部
を
指
定
し
て

満
洲
国
招
魂
社
建
設
準
備
委
員
会

を
組
織
し
、
軍
政
部
の
最
高
顧
問
で
あ
っ
た
佐
々
木
が
委
員
長
に
就
任
し
た
。
そ

れ
以
後
の
二
か
月
間
の
う
ち
に
、
委
員
会
は
建
造
趣
旨
、
建
造
地
点
、
建
造
規
模
、
建
築
様
式
と
方
位
、
名
称
、
建
造
費
用
、
設
計
施
工
、

竣
工
後
の
祭
祀
活
動
な
ど
、
一
連
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
前
後
五
回
に
わ
た
っ
て
会
議
を
開
き
、
最
終
的
に
一
一
月
初
め
に
建
造
の
草
案
を
決

定
し
た
。
草
案
で
は
、

招
魂
社

を

新
京

南
郊
の
黄
龍
公
園
（
現
在
の
南
湖
公
園
）
の
東
側
に
あ
る
歓
喜
嶺
の

聖
域

内
に
建
造
す
る

こ
と
が
確
定
し
た
。
一
九
三
六
年
一
月
一
日
、
満
洲
国
国
務
院
に
よ
っ
て
正
式
に

満
洲
国
招
魂
社
建
設
準
備
委
員
会
草
案

が
承
認
さ
れ
、

同
日
、
委
員
会
は
解
散
し
、
直
ち
に

護
国
廟
建
設
委
員
会

が
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
計
画
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
設
計
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
前
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期
部
分
が
準
備
さ
れ
、
建
造
さ
れ
る
施
設
を

護
国
忠
霊
廟

の
名
称
に
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

護
国
廟
建
設
委
員
会

は

国
務
院
営
繕
需
用
品
局

が
主
体
と
な
り
、
局
長
の
笠
原
が
委
員
長
に
就
任
し
、（
故
）
内
藤
が
幹
事
長

に
、
相
賀
科
長
が
幹
事
と
な
り
、
相
賀
自
身
が
設
計
と
監
督
の
両
職
を
兼
務
し
た
。
一
九
三
六
年
一
月
か
ら
三
年
間
を
経
て
、

建
造
方
針
、

祭
祀
趣
旨

に
従
っ
て
、
建
築
様
式
、
祭
祀
方
式
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
な
計
画
と
設
計
が
行
わ
れ
た
。
建
築
設
計
の
責
任
者
は
、
当
時

南

満
洲
工
業
専
科
学
校

の
校
長
で
あ
っ
た
岡
大
路
（
後
に
国
都
建
設
局
長
に
就
任
）
と
同
校
の
科
長
で
あ
っ
た
村
田
治
郎
、
そ
し
て
設
計
の
担
当

職
員
は
、
国
都
建
設
局
の
矢
追
又
三
郎
、
加
藤
完
、
奥
本
一
市
、
田
中
貞
一
、
黒
木
春
時
、
加
川
藤
人
、
植
原
隆
一
な
ど
で
あ
っ
た
。
一
九

三
六
年
三
月
二
六
日
と
四
月
二
一
日
の
両
日
の
委
員
会
に
お
い
て
、
ま
ず
建
築
全
体
の
様
式
（

荘
重
宏
大
、
淡
雅
、
懐
旧

）
、
壁
は
コ
ン
ク
リ

ー
ト
の
構
造
と
す
る
こ
と
、
壁
面
に
は
セ
メ
ン
ト
を
塗
っ
た
後
に
日
本
の
宮
殿
で
常
用
さ
れ
る
特
製
漆
を
塗
る
こ
と
、
屋
根
及
び
壁
の
外
観

に
中
国
宮
殿
風
の
色
彩
を
使
用
す
る
こ
と
、
中
国
様
式
の
彫
刻
文
様
と
屋
根
の
曲
線
に
よ
っ
て
高
大
で
荘
厳
さ
を
表
現
す
る
こ
と
、
建
築
材

料
は
で
き
る
だ
け

満
洲
で
の
原
地
調
達

に
努
め
る
等
の
議
論
が
な
さ
れ
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
当
時
、
東
北
部
で
は
適
当
な
土
で
焼
か

れ
た
琉
璃
瓦
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
後
に
実
際
に
採
用
さ
れ
た
瓦
は
、
日
本
の
瀬
戸
で
焼
か
れ
た
深
青
色
の
煉
瓦
で
あ
っ
た
。
本
殿
、

拝
殿
、
脇
殿
に
お
け
る
神
門
の
色
彩
の
明
る
さ
を
保
つ
た
め
、
塗
る
顔
料
も
ド
イ
ツ
製
の
酸
化
コ
バ
ル
ト
が
用
い
ら
れ
た
。
軒
や
屋
根
に
深

青
色
が
用
い
ら
れ
た
外
、
塀
や
外
壁
は
元
来
の
設
計
で
は
石
造
の
面
影
を
極
力
残
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
局
長
の
笠
原
の
建
議
に
よ
っ

て
多
く
の
色
彩
図
が
製
作
さ
れ
、
綺
麗
な
色
彩
が
施
さ
れ
た
カ
ラ
フ
ル
な
壁
に
な
っ
た
。
ま
た
内
部
の
天
井
板
の
色
彩
に
も
、
色
彩
図
を
貼

る
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
初
め
の
計
画
で
は
、
壁
に
は
全
て
金
箔
を
貼
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
拝
殿
を
装
飾
す
る
段
に
な
っ
て
、
満
洲
国
当

局
に
は
黄
金
が
不
足
し
て
い
た
た
め
、
金
箔
を
貼
る
箇
所
は
、
黄
の
漆
で
代
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。

殿
内
に
配
置
す
る
専
用
の
彫
刻
や
金
属
器
具
も
ま
た
、
特
別
に
製
作
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
実
物
大
の
模
型
を
作
っ
て
か
ら
、
模
型

を
用
い
て
金
銅
製
品
の
実
物
が
製
作
さ
れ
た
（
第
二
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
拝
殿
以
外
の
装
飾
物
は
い
ず
れ
も
電
気
鋳
造
品
に
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ

た
）
。
そ
の
中
で
、
模
型
の
製
作
を
担
当
し
た
の
は
今
村
三
郎
、
装
飾
を
担
当
し
た
職
人
は
筒
井
新
作
、
武
田
十
子
男
、
好
地
武
な
ど
の
人
々
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で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
相
賀
や
藤
島
ら
の
主
管
の
も
と
で
、

護
国
廟

建
設
後
の
毎
年
の
大
ま
か
な

例
祭
草
案

が
制
定
さ
れ

た
。
草
案
に
は
、
礼
拝
の
対
象（
上
方
が
丸
く
、
下
方
が
四
角
の
神
像
位
牌
）
、
祝
詞
の
形
式
、
演
奏
さ
れ
る
満
文
の
楽
章
、
清
朝
様
式
の
楽
器
の

デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
祭
神
、
祭
祀
の
方
法
に
つ
い
て
は
定
説
が
な
く
、
い
っ
た
い
斎
戒
祭
祀
法
を
採
用
す
る
の
か
、

そ
れ
と
も
神
道
の
祭
祀
法
か
、
仏
式
か
、
純
神
道
式
か
、
さ
ら
に
は
祭
祀
を
行
う
人
の
服
装
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
な
お
検
討
中
で
あ

っ
た
。

建
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
二
期
に
別
れ
、
第
一
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
本
殿
と
廟
務
所
の
建
設
を
行
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
九
三
六
年
四

月
一
九
日
、

護
国
廟
建
設
委
員
会

の
各
委
員
、

国
務
総
理
大
臣

鄭
孝

以
下
の
各
大
臣
、
関
東
軍
参
謀
長
の
東
条
英
機
、
そ
し
て
そ

の
他
の
関
東
軍
と
満
洲
国
の
幹
部
ら
が

護
国
廟

の
建
設
予
定
地
に
お
い
て

地
鎮
祭

を
挙
行
し
、
こ
れ
が

護
国
廟

建
造
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
の
幕
開
け
と
な
っ
た
。
同
年
五
月
四
日
、
国
務
総
理
の
張
景

が

鍬
入
れ
式

を
行
い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
着
工
が
正
式
に
宣
言

さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
国
務
院
総
務
庁
長
の
命
に
よ
っ
て
、
同
年
八
月
二
〇
日
、

護
国
廟

は

建
国
忠
霊
廟

に
改
め

ら
れ
、
廟
の
正
面
が
向
く
方
角
も
初
め
に
決
め
ら
れ
た
大
同
大
街
に
沿
っ
た
北
か
ら
、
日
本
の
伊
勢
神
宮
と
東
京
を
背
に
す
る
西
北
の
方
角

に
改
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
た

え
に
基
づ
き
、

建
造
委
員
会

は

新
京
安
達
部
測
量
班

に
委
託
し
て
、
新
た
に

忠
霊
殿
本
殿

が
伊

勢
神
宮
を
背
に
す
る
方
角
を
向
く
た
め
の
角
度
を
測
定
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
伊
勢
神
宮
ま
で
の
一
、
四
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
方
位
角
一

三
二
度
四
八
分
五
四
秒
を
本
殿
の
中
心
位
置
と
定
め
、
新
た
に
土
地
の
確
保
が
計
画
さ
れ
、
総
面
積
も
急
激
に
拡
大
し
て
四
六
万
平
方
メ
ー

ト
ル
に
ま
で
達
し
た
。
第
一
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
廟
区
の
地
な
ら
し
と
道
路
建
設
を
も
っ
て
終
了
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
二
期
は
、

一
九
三
八
年
一
〇
月
下
旬
に
挙
行
さ
れ
た
棟
上
げ
式
を
ス
タ
ー
ト
と
し
、
建
設
す
る
主
要
な
も
の
と
し
て
、
拝
殿
、
東
西
脇
殿
、
角
楼
、
神

門
、
洗
面
所
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。
受
注
は
第
一
期
と
同
様
、
三
田
芳
之
助
組
が
請
け
負
い
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
場
監
督
責
任
者
は

建

国
廟
建
設
委
員
会

の
山
本
、
田
中
、
谷
野
、
尾
十
、
加
藤
ら
の
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
日
本
は
中
国
各
地
に
お
け
る
侵
略
戦
争

の
規
模
を
益
々
拡
大
し
て
い
た
た
め
、
経
済
物
資
が
不
足
し
、
さ
ら
に
満
洲
地
区
の
建
築
資
材
の
価
格
や
労
働
者
の
人
件
費
が
高
騰
し
、
二
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期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
経
費
も
極
め
て
逼
迫
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
経
費
と
労
働
力
の
不
足
を
補
う
た
め
、
満
洲
国
当
局
は
青
少
年
学
生
に
働

き
か
け
て

勤
労
俸
仕
隊

を
組
織
さ
せ
、

建
国
忠
霊
廟

の
工
事
現
場
で
義
務
労
働
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
最
終
的

に
完
了
す
る
ま
で
、
満
洲
国
当
局
が
組
織
し
た
延
べ
一
四
万
人
の

勤
労
俸
仕
隊

は
、
こ
の
植
民
統
治
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
に
勤
労
奉

仕
を
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
し
た
奉
仕
活
動
は
、
全
て
の
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
過
程
に
お
い
て
、
満
洲
国
当
局
が
実
施

し
た
青
少
年
に
対
す
る
植
民
統
治
教
育
の
道
具
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

一
九
四
〇
年
八
月
二
二
日
、
巨
額
の
資
産
（
総
投
資
額
一
六
〇
万
満
洲
貨
幣
）
を
費
や
し
、
多
数
の
労
働
力
（
一
七
万
人
）
を
投
入
し
た
、
こ
の

植
民
統
治
を
美
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
四
年
半
の
工
期
を
終
え
て
つ
い
に
完
了
し
た
。

こ
の
建
築
群
の
大
ま
か
な
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
建
築
の
前
門
は

建
国
広
場

に
位
置
し
、
大
同
大
街
と
四
五
度
の
角
度

と
な
り
、
四
柱
三
間
の
牌
楼
式
建
築
で
、
高
さ
一
三
メ
ー
ト
ル
。
前
門
を
入
る
と
、
長
さ
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
参
道
と
な
っ
て
お
り
、
途
中

二
カ
所
で
参
道
の
方
向
が
変
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
真
っ
直
ぐ
進
む
と
途
中
で
大
同
大
街
と
平
行
す
る
南
北
方
向
に
折
れ
、
続
い
て
西
南

方
向
に
向
き
が
変
わ
り
、
内
庭
へ
と
入
っ
て
い
く
。
参
道
に
沿
っ
て
南
に
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
行
く
と
、
二
階
建
て
の
廟
務
接
待
所
（
面
積
六
四

四
平
方
メ
ー
ト
ル
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
前
進
す
る
と
、
幅
一
七
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
昭
忠
橋
が
あ
り
、
昭
忠

橋
を
渡
る
と
中
国
の
伝
統
様
式
を
採
用
し
た
内
庭
の
中
門
に
到
る
。
こ
の
門
の
上
部
は
深
青
色
の
琉
璃
瓦
で
屋
根
を
飾
り
、
下
部
は
三
間
の

ア
ー
チ
型
の
門
と
な
っ
て
お
り
、
面
積
一
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
四
・
八
メ
ー
ト
ル
で
、
こ
の
門
が
内
庭
を
内
院
と
外
院
と
に
分
け

て
い
る
。
内
院
が
全
て
の
建
築
群
の
中
核
を
な
し
て
お
り
、
さ
ら
に
前
院
と
後
院
と
に
分
か
れ
る
。
前
院
の
建
築
物
に
は
、
内
門
（
ま
た
は
神

門
と
称
し
、
高
さ
一
三
・
八
メ
ー
ト
ル
、
一
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）
、
拝
殿
（
ま
た
は
祭
殿
と
称
し
、
廟
内
の
中
心
的
建
築
。
大
院
の
中
軸
線
に
向
か
っ
て
正
面

に
位
置
し
、
霊
魂
を
祀
る
儀
式
の
重
要
な
場
所
で
あ
り
、
多
く
の
死
者
の
位
牌
が
殿
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
内
部
の
し
つ
ら
え
は
豪
華
で
、
祭
壇
が
殿
内
正

面
に
設
け
ら
れ
、
周
囲
に
は
円
柱
が
天
井
ま
で
そ
び
え
立
ち
、
壁
と
天
井
に
は
華
や
か
な
壁
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
七
間
で
、
幅
三
八
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
一
九
・

七
メ
ー
ト
ル
、
面
積
九
〇
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）
、
左
右
脇
殿
（
各
高
さ
一
四
・
五
メ
ー
ト
ル
、
五
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル
）
、
四
周
の
回
廊
が
含
ま
れ
る
。
後
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院
は
霊
殿
（
塔
式
建
築
で
、
表
面
に
大
理
石
を
貼
る
。
高
さ
一
九
メ
ー
ト
ル
、
各
辺
の
長
さ
七
メ
ー
ト
ル
、
面
積
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル
）
を
中
心
と
し
て
、

四
周
は
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
の
回
廊
と
角
楼
（
各
角
楼
の
高
さ
一
一
メ
ー
ト
ル
、
面
積
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル
）
が
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
全

体
の
構
成
は
整
然
と
し
て
お
り
、
広
大
な
規
模
を
誇
っ
て
い
た
。

二
、

建
国
忠
霊
廟

に
お
け
る
満
洲
国
当
局
の
各
種
の
祭
祀
活
動

ま
だ

建
国
忠
霊
廟

が
完
成
す
る
一
年
前
、
満
洲
国
当
局
は
、
毎
年
こ
の
廟
で
挙
行
す
る
二
つ
の
大
規
模
な
祭
祀
活
動
と
四
つ
の
中
規

模
の
祭
祀
活
動
を
決
定
し
た
。
大
規
模
祭
祀
と
は
、
五
月
三
一
日
の

春
例
祭

と
九
月
一
九
日
の

満
洲
事
変
紀
年
日
祭

（
後
に

秋
例
祭

と
呼
ば
れ
る
）
、
そ
し
て
中
規
模
の
祭
祀
と
は
三
月
一
日
の

建
国
日
祭

、

祈
穀
祭

（
毎
年
の
穀
雨
の
日
）
、

遠
神
祭

（
七
月
一
五
日
）
、

新

嘗
祭

（
一
〇
月
一
七
日
）
で
あ
り
、
一
律
に

恒
祭

（
す
な
わ
ち
例
祭
）
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
。
統
計
に
よ
る
と
、
こ
の
廟
で
は
一
九
四
〇

年
九
月
一
七
日
の
開
廟
か
ら
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
日
本
投
降
と
満
洲
国
政
府
の
崩
壊
ま
で
の
四
年
間
に
、
満
洲
国
当
局
は
合
計
一
〇

回
の
大
規
模
祭
祀
と
、
二
〇
回
近
く
の
中
規
模
祭
祀
を
行
っ
た
。
そ
の
他
、
毎
年
さ
ら
に
数
回
の
小
祭
も
行
わ
れ
た
。
小
祭
で
は
、

歳
旦
祭

（
一
月
一
日
）
、

月
例
祭

（
毎
月
一
八
日
）
、

歳
暮
祭

（
一
二
月
三
一
日
）
な
ど
の
名
目
に
よ
っ
て
た
び
た
び
祭
祀
が
行
わ
れ
、
恒
祭
に
の
っ
と

っ
て
執
り
行
わ
れ
た
。

一
九
四
〇
年
の

満
洲
事
変
紀
念
日
祭

が
開
廟
祭
と
な
っ
た
た
め
、
祭
祀
の
規
模
は
最
大
と
な
り
、
儀
式
は
五
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
た
。
九
月
一
七
日
の
初
日
は

神
殿
浄
祓
之
儀

と

御
霊
代
奉
安
儀
式

が
執
り
行
わ
れ
、
午
前
九
時
、
先
ず

神
殿
浄
祓

儀
式
が

始
ま
っ
た
。

こ
の
儀
式
は
建
国
三
国
神
（
死
去
し
た
満
洲
国
務
総
理
の
鄭
孝

、
関
東
軍
司
令
の
武
藤
信
義
、
満
洲
国
軍
中
将
の
朱
家
訓
）
を
迎
接

し
、
こ
の
地
を
鎮
守
し
て
い
た
だ
き

、

儀
式
は
先
ず
盥
漱
浄
之
儀
を
行
い
、
次
に
廟
の
内
院
、
外
院
か
ら
院
外
の
神
域
（
全
て
の
廟
区
）
四

門
に
到
る
ま
で
、
祭
祀
官
に
よ
っ
て
浄
米
が
ま
か
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
儀
式
が
終
わ
る
と
、
引
き
続
い
て
満
洲
国
皇
帝
の

儀
が
、

本
祭
祀
を
主
管
す
る
祭
祀
府
の
官
員
を

帝
宮

に
召
し
、

御
霊
代

（
死
者
の
霊
魂
の
依
り
代

祭
祀
に
用
い
る
象
徴
的
な
器
物
）
を
親
授
し
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た
。
午
前
一
〇
時
三
〇
分
、
祭
祀
を
主
管
す
る
官
員
の
橋
本
祭
祀
府
総
裁
以
下
、
祭
官
一
同
は
、

御
霊
代

を

忠
霊
廟

本
殿
内
に
安
置

し
、

御
霊
代
奉
安

の
儀
式
を
執
り
行
っ
た
。

九
月
一
八
日
か
ら
四
日
間
、
鎮
座
祭
（
多
く
の
神
々
を
迎
接
し
、
そ
の
地
を
鎮
守
し
て
も
ら
う
た
め
の
儀
式
）
が
行
わ
れ
た
。
鎮
座
祭
の
初
日
の
九

月
一
八
日
は
、
午
後
八
時
三
〇
分
か
ら
主
要
な
行
事
が
始
ま
り
、
夜
の
と
ば
り
の
も
と
で
祭
殿
の
内
外
に

神
庭
灯

が
一
斉
に
点
灯
さ
れ

た
。
九
時
、
殉
難
者
の
遺
族
代
表
二
〇
〇
名
の
他
、

国
務
総
理
大
臣

の
張
景

を
ト
ッ
プ
と
す
る
満
洲
国
軍
隊
、
警
察
、
政
府
の
官
員
三

〇
〇
余
名
が
加
わ
っ
て
本
殿
に
入
り
、
鄭
孝

、
朱
家
訓
中
将
以
下
の
満
洲
国
の

殉
国
英
霊

四
、
二
六
四
柱
、
関
東
軍
の
武
藤
信
義
以

下
の

殉
国
英
霊

一
九
、
八
七
七
柱
に
対
面
し
、
祈
禱
が
行
わ
れ
た
。
続
い
て
、
主
祭
官
に
よ
っ
て
日
本
文
と
中
国
文
（
こ
の
時
は
満
文
と

呼
ば
れ
た
）
の
祭
詞
が
読
み
上
げ
ら
れ
、
楽
隊
に
よ
っ
て
祭
楽
が
演
奏
さ
れ
た
。

一
九
日
は
、

皇
帝
親
拝

儀
式
が
行
わ
れ
た
。
午
前
一
一
時
、

皇
帝

儀
が
豪
華
な
錦
の
衣
装
を
身
に
つ
け
祭
殿
の
正
面
に
進
み
、

殉
国
の
神
霊

に

拝
礼
し
祈
禱
し
た

。
そ
し
て

新
京

の

全
市
民
が
一
斉
に
黙
禱
を
捧
げ
、
省
市
の
各
官
公
庁
は
恭
し
く
遙
拝
式

を
行
っ
た

。

二
〇
日
は
、

謝
神

儀
式
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
四
、
〇
〇
〇
万
の

満
洲
国
民
慰
問
神
霊

に
感
謝
す
る
儀
式
で
あ
っ
た
。
儀
式
は

主
と
し
て
、
楽
隊
に
よ
っ
て

振
鐸

、

万
歳
楽

、

陵
王

、

長
慶
子

な
ど
の
楽
曲
が

神

の
前
で
演
奏
さ
れ
、
そ
し
て
引
き
続
き

民
衆
の
自
由
参
拝

の
時
間
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
三
日
間
の
鎮
座
儀
式
が
終
了
し
た
。

満
洲
国
が
こ
こ
で
行
っ
た
も
う
一
つ
の

大
祭

は
、
一
九
四
一
年
九
月
一
七
日
か
ら
一
九
日
に
か
け
て
の
第
一
回

秋
大
祭

で
あ
っ

た
。
こ
れ
よ
り
以
前
、
満
洲
国
当
局
は
忠
霊
廟
祭
祀
に
関
し
て
、
次
の
こ
と
を
提
出
し
て
い
た
。

満
洲
の
国
事
に
忠
誠
だ
っ
た
者
は
、
建
国

前
、
建
国
後
に
か
か
わ
ら
ず
、〞
国
家

を
守
る
た
め
に
死
ん
だ
者
で
あ
り
、
等
し
く
序
列
し
、
末
永
く
廟
に
祀
り
、
香
を
絶
や
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
一
方
で
霊
魂
を
祀
り
、
ま
た
一
方
で
顕
彰
す
べ
き
で
あ
る

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
満
洲
国
の
祭
祀
府
は
、
こ
の

秋
大
祭

の
前
に
、
正
式
に
日
露
戦
争
か
ら
満
洲
事
変
期
間
に
中
国
東
北
部
で
戦
死
し
た
日
本
軍
人
の
霊
魂
を

建
国
忠
霊
廟

に
納
め
て
祀
っ
た
。
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そ
れ
と
同
時
に
、
一
九
三
八
年
の
吉
林

春
の
張
鼓
峰
事
件
と
一
九
三
九
年
の
内
蒙
古
ホ
ロ
ン
ボ
イ
ル
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
に
お
い
て
、
多

く
の
日
本
軍
人
が
戦
死
し
た
が
、
一
九
四
一
年
秋
、
満
洲
国
当
局
は
上
述
の
三
カ
所
の
日
本
軍
戦
没
者
リ
ス
ト
四
、
九
二
七
人
を
収
集
し
、

建
国
忠
霊
廟
に
納
め
て
合
祀
す
る

こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
九
四
一
年
の

建
国
忠
霊
廟
秋
大
祭

の
最
初
の
行
事
は
、
九
月

一
六
日
か
ら
一
八
日
に
か
け
て
の

第
一
次
合
祠
祭

で
あ
っ
た
。
出
席
者
が
最
も
多
か
っ
た
日
は
一
七
日
で
、

儀
以
下
の
満
洲
国
の
官

僚
数
百
人
、
日
本
軍
人
と
満
洲
国
軍
人
二
、
五
〇
〇
人
、
及
び
各
界
の
代
表
合
わ
せ
て
一
万
人
が
祭
祀
に
参
加
し
た
。
一
九
日
は
例
祭
で
あ

っ
た
。

日
本
の
関
東
軍
の
度
重
な
る
対
外
戦
線
の
失
敗
と
、
満
洲
国

国
軍

が
抗
日
勢
力
の
襲
撃
を
受
け
続
け
た
こ
と
に
伴
い
、
一
九
四
二
年

以
降
、

建
国
忠
霊
廟

に
祀
ら
れ
る
軍
人
の
数
も
急
激
に
増
加
し
た
。
一
九
四
二
年
の

春
例
祭

で
は

霊
魂
柱

の
総
数
は
二
八
、
九

一
七
柱
で
あ
っ
た
が
、

秋
祭

時
に
は

合
祠
祭
祀

さ
れ
た

霊
魂
柱

の
総
数
が
三
二
、
二
四
一
柱
と
な
っ
た
。
そ
し
て
一
九
四
四
年

の

春
例
祭

時
の

霊
魂
柱

で
は
三
六
、
八
八
〇
柱
に
増
加
し
、
さ
ら
に
一
九
四
四
年
九
月
の

秋
祭

前
に

合
祠
祭
祀

さ
れ
た

霊
魂
柱
の
総
数
は
四
万
を
突
破
し
、
四
〇
、
八
五
〇
柱
に
ま
で
達
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、

入
祠

し
て
祀
ら
れ
る
霊
魂
柱
が
増
え
続
け
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
軍
と
満
洲
国
軍
の
作
戦
が
失
敗
し
続
け
、
満
洲
国
の
経
済
状
况
が
悪
化
し
た
こ
と
か
ら
、
満
洲
国
当
局
に
は
大

規
模
な

祭
拝

活
動
を
行
う
力
は
全
く
な
く
、
そ
の
た
め
祭
拝
活
動
の
規
模
は
し
だ
い
に
縮
小
し
て
い
っ
た
。
一
九
四
五
年
の

春
祭

時
に
は
、
参
加
者
の
人
数
は
す
で
に
極
め
て
少
数
で
あ
り
、
完
全
に
体
裁
を
飾
る
活
動
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

満
洲
国
当
局
は
、
毎
年
三
回
の

例
祭

時
に
こ
こ
で
大
規
模
な

祭
祀

を
行
っ
た
以
外
に
も
、
青
少
年
の

忠
君
愛
国

意
識
を
養

う
た
め
、
各
学
校
の
青
年
学
生
に
毎
日
必
ず

国
都
新
京

の
方
角
を
向
い
て
拝
礼
す
る
よ
う
強
要
し
た
。
一
拝
は

皇
帝
陛
下

に
、
二

拝
は

建
国
神
廟
（
日
本
の
天
照
大
神
を
祀
る
）

に
、
三
拝
は

建
国
忠
霊
廟

に
対
し
て
で
あ
り
、
そ
の
中
の

満
洲
国
建
設
の
た
め
に
犠

牲
に
な
っ
た
日
本
兵
士

と
非
業
の
死
を
遂
げ
た

満
洲
国
官
兵
、
官
員

を
遙
拝
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
続
い
て
東
を
向
い
て

天

皇
陛
下
を
遙
拝

し
、
も
し
遙
拝
を
拒
否
し
た
な
ら
ば
処
罰
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

建
国
忠
霊
廟

は
、
満
洲
国
の
時
期
に
お
い
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て
単
に
植
民
統
治
を
遂
行
す
る
超
宗
教
的
な
事
柄
を
担
う
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
と
満
洲
国
当
局
が
青
少
年
に
対
し
て
行
っ
た
軍
国
主
義
と

フ
ァ
シ
ズ
ム
教
育
の
た
め
の
重
要
な
拠
点
で
も
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、

建
国
忠
霊
廟

と
併
存
し
た

忠
霊
塔

建
国
神
廟

と
の
関
係

前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
〇
五
年
か
ら
日
本
は
、
中
国
の
東
北
部
に

関
東
州

を
建
設
し
て
植
民
地
支
配
を
開
始
し
、
占
領
地
に
い
わ

ゆ
る

忠
霊
塔

を
立
て
、
塔
内
に
非
業
の
死
を
遂
げ
た
日
本
軍
人
の
位
牌
を
祀
っ
た
（
例
え
ば

新
京
（
長
春
）

の
忠
霊
塔
は
、
関
東
軍
司
令
の

武
藤
以
下
二
、
〇
〇
八
名
の
牌
位
）
。
そ
し
て
、
毎
年
春
秋
の
二
季
と
日
本
の
祝
日
、
及
び
日
本
軍
の

占
領
記
念
日

に
、
植
民
当
局
と
日
本
軍

は
い
ず
れ
も
塔
前
で
祭
祀
を
挙
行
し
て

仰
（
仰
ぎ
見
る
）

し
た
。
こ
う
し
た
形
式
と
活
動
内
容
か
ら
見
る
と
、

建
国
忠
霊
廟

と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
が
、
し
か
し
明
瞭
な
違
い
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

忠
霊
塔

は

日
本
軍
の
功
績
を
顕
彰
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、

内
部
に
祀
ら
れ
た
位
牌
は
全
て
日
本
の
軍
人
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、

建
国
忠
霊
廟

は

満
洲
国
国
廟

で
あ
り
、
そ
の
た
め

日
満

一
家

や

日
満
の
協
和
精
神

を
は
っ
き
り
と
表
す
必
要
上
、
内
部
に
祀
ら
れ
た
人
々
は
い
ず
れ
も

建
国
で
犠
牲
に
な
っ
た
日
本
と
満

洲
国
の
文
武
官
員
、
軍
人

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

忠
霊
塔

に
は
、
死
亡
し
た
軍
人
の

霊
魂
の
牌
位

を
祀
っ
た
他
、
建
設
の
定
礎
時

に
、
多
く
の
死
亡
者
の
骨
灰
が
量
の
多
少
を
問
わ
ず
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

建
国
忠
霊
廟

で
祀
ら
れ
た
も
の
は
、
全

て

霊
魂
柱

で
あ
っ
た
。

そ
の
他
、

建
国
忠
霊
廟

竣
工
前
の
一
九
四
〇
年
五
月
、
す
で
に
満
洲
国
政
府
は
、
日
本
の
神
社
の
構
造
を
模
し
た

建
国
神
廟

と
称

す
る
施
設
を
、
満
洲
国
皇
宮
の
院
内
に
建
設
し
て
い
た
。
こ
の

神
廟

は
、
当
時
満
洲
国
の

国
廟

と
定
義
さ
れ
て
い
た
が
、
で
は
こ

れ
と

建
国
忠
霊
廟

と
は
、
如
何
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
際
、
満
洲
国
当
局
が

国
都
新
京

に

建
国
神
廟

の
建
造
を
計
画
し
た
の
は
、

建
国
忠
霊
廟

の
建
設
計
画
以
前
の
一
九
三
五
年

一
月
に
始
ま
る
。
こ
の
月
、
満
洲
国
政
府
は

満
洲
国
と
日
本
国
、
満
洲
人
と
満
洲
の
日
本
人
と
の
一
体
化
を
促
進
す
る

こ
と
を
趣
旨
と

真宗総合研究所研究紀要 第26号



し
た

国
家
神
社

の
建
設
を
提
案
し
、
国
務
院
総
務
庁
企
画
課
を
中
心
と
し
て
、
満
洲
国
政
府
建
築
局
と
共
同
で

国
家
神
廟

準
備
委

員
会
を
発
足
さ
せ
る
よ
う
指
示
し
た
。
二
月
初
め
、
準
備
委
員
会
は
日
本
の
内
務
省
神
社
局
や
関
係
各
省
庁
、
そ
の
他
の
関
係
者
に
委
託
し
、

試
案
の
作
成
を
行
い
、
そ
の
後

神
社
局

に
よ
っ
て
設
計
図
が
製
作
さ
れ
た
。
二
月
二
七
日
、
満
洲
国
国
務
院
は
総
理
官
邸
に
お
い
て
東

京
の
計
画
を
審
議
し
、
建
築
の
構
造
、
祭
祀
方
式
、
経
費
予
算
な
ど
の
設
計
プ
ラ
ン
を
決
定
し
た
。
続
い
て
三
月
九
日
、
満
洲
国
皇
宮
の
庭

園
東
南
角
に
お
い
て
、
建
設
着
工
の
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
た
。
建
物
は
総
桧
に
よ
る
平
屋
作
り
（
屋
根
に
の
み
銅
板
が
使
用
さ
れ
た
）
で
、
総
面

積
一
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル
、
主
殿
一
三
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
、
祝
詞
殿
一
九
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
、
祭
祀
庫
三
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
、
神
儀

所
三
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
、
拝
殿
八
五
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
。
五
月
二
八
日
、

建
国
神
廟

は
予
定
の
工
期
ど
お
り
に
竣
工
し

た
。
日
本
の
関
東
軍
と
満
洲
国
政
府
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
立
ち
上
げ
、
及
び
工
事
の
開
始
を
非
常
に
重
視
し
、

皇
帝

儀
と
関
東

軍
司
令
の
梅
津
が
共
に
自
ら
棟
上
げ
式
に
出
席
し
た
。
同
年
七
月
、

儀
は

慶
祝
日
本
紀
元
二
六
〇
〇
年

を
口
実
に
、
二
度
目
の
訪
日

を
行
っ
た
。
訪
日
期
間
、

儀
は
日
本
民
族
の
最
高
神
す
な
わ
ち
祖
神

天
照
大
神

を
祀
る
伊
勢
神
宮
を
参
拝
し
、
天
照
大
神
の
象
徴
で

あ
る
三
位
一
体
の
神
物
（
剣
、
神
鏡
、
勾
玉
）
を

満
洲
国
を
加
護
す
る
建
国
の
元
神

と
し
て
、
満
洲
国
に
持
ち
帰
っ
た
。

儀
の
帰
国
後
、

七
月
一
五
日
に

国
本
奠
定
詔
書

が
発
布
さ
れ
、
工
事
が
完
了
し
た

国
家
神
廟

を

建
国
神
廟

と
定
め
、

建
国
の
神

と
し
て
の

天
照
大
神
を
長
く
祀
る
こ
と
が
正
式
に
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
中
の
一
時
、

儀
と
関
東
軍
司
令
の
梅
津
が
、

建
国
神
廟

の

祭
祀
台
に
お
い
て
、
天
照
大
神
を
迎
拝
す
る

鎮
座
儀
式

を
執
り
行
っ
た
。
こ
の
儀
式
が
事
実
上
の

建
国
神
廟

の
開
廟
式
で
あ
り
、

こ
れ
よ
り

建
国
神
廟

は
、

満
洲
国
民

が
必
ず
遙
拝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

国
家
最
高
級

の
、

日
満
協
和

と
い
う
フ
ァ
シ
ズ

ム
的
な
政
治
精
神
を
宣
伝
す
る
建
造
物
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

満
洲
国
当
局
の
解
釈
に
依
れ
ば
、
こ
の
廟
は

国
家
の
元
神
（
建
国
神
）

を
祀
っ
て
い
る
の
で
、
最
高
ラ
ン
ク
に
属
す
る

満
洲
国
の
本
廟

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
廟
は
護
衛
神
に
よ
っ
て
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
護
衛
神
が
す
な
わ
ち
満
洲
国

全
体
の
殉
国
の
忠
烈

と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
満
洲
国
は

建
国
忠
霊
廟

の
建
設
を
決
定
し
、

殉
国
の
忠
烈

を
祀
り
、
殉
国
者
を
神
格
化
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て

元
神

を
護
衛
す
る
神
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

建
国
神

と

護
衛
神

は
共
に

国
神

で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
互
い
に
父
子
や
君
臣
の
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
位
置
づ
け
に
よ
っ
て
、

建
国
忠
霊
廟

は
、

建
国
神
廟

の
子
廟
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

四
、

新
京
建
国
忠
霊
廟

の
現
状
お
よ
び
そ
の
保
存
と
使
用
に
関
す
る
建
議

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
日
本
が
降
伏
し
、
満
洲
国
政
府
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の

建
国
忠
霊
廟

の
建
築
群
は
過
去
の

歴
史
の
遺
跡
と
な
っ
た
。
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
四
八
年
に
か
け
て
の
国
民
党
と
共
産
党
と
の
内
戦
期
間
中
、
長
春
の
市
街
で
は
多
く
の
激

戦
が
あ
り
、
幾
度
も
政
権
が
交
代
し
た
が
、
し
か
し
国
民
党
と
共
産
党
の
双
方
と
も
、
こ
の
建
築
群
の
保
存
に
対
し
て
は
非
常
に
配
慮
し
た

の
で
あ
る
。

一
九
四
八
年
末
、
国
民
党
と
共
産
党
に
よ
る
東
北
部
の
内
戦
が
終
わ
り
、
中
国
共
産
党
が
指
導
す
る
長
春
市
政
府
が
成
立
し
た
。
そ
の
後
、

こ
の
一
帯
は
軍
事
学
校
の
支
配
区
に
割
り
当
て
ら
れ
、
主
要
建
築
は
解
放
軍
の
空
軍
第
一
予
科
総
隊
、
す
な
わ
ち
元
の
空
軍
長
春
飛
行
学
院
、

現
在
の
空
軍
航
空
大
学
に
編
入
さ
れ
た
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
原
因
に
よ
っ
て
、
こ
の

建
国
忠
霊
廟

と
い
う
文
化
財
は
特
別
な
保
護
を
受

け
る
こ
と
と
な
り
、

大
躍
進

や

文
化
大
革
命

な
ど
の
度
重
な
る
政
治
運
動
の
衝
撃
か
ら
逃
れ
て
、
八
〇
年
代
に
到
る
ま
で
ず
っ
と
非

常
に
良
好
な
状
態
で
保
存
さ
れ
て
き
た
。

一
九
八
〇
年
代
、
中
国
の
文
化
財
保
存
は
法
制
化
の
時
代
に
入
っ
た
。
長
春
市
と
吉
林
省
の
文
化
財
担
当
の
部
署
は
、
こ
の
建
築
を
吉
林

省
重
点
文
物
保
護
単
位
に
認
定
し
、
一
層
の
保
存
の
た
め
の
、
必
要
な
法
律
的
な
保
障
と
政
策
的
な
拠
り
所
を
与
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
文

化
財
に
対
す
る
市
民
の
認
識
に
は
差
が
あ
っ
た
。
あ
る
人
た
ち
は
、
こ
の
建
物
は
日
本
が
中
国
を
侵
略
し
、
東
北
部
の
人
々
を
奴
隷
の
よ
う

に
酷
使
し
た
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
屈
辱
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
物
と
見
な
し
た
。
そ
の
た
め
韓
国
人
を
見
習
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
日
本
の
植
民

地
時
代
の
文
物
は
取
り
壊
す
べ
き
だ
と
の
認
識
で
あ
っ
た
。
一
方
、
ま
た
あ
る
人
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
建
築
は
半
世
紀
以
上
も
存
在
し
、
文
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革
を
経
て
今
日
ま
で
残
っ
た
こ
と
は
非
常
に
希
有
な
こ
と
で
あ
り
、
何
が
あ
っ
て
も
絶
対
に
文
化
財
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
と

え
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
建
築
は
日
本
の
侵
略
プ
ロ
セ
ス
を
全
て
記
録
し
て
お
り
、
愛
国
主
義
教
育
を
行
う
上
で
の
実
証
的
建
築
物
な
の
で
あ
っ
て
、

当
然
保
存
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た

え
方
の
不
一
致
に
よ
っ
て
、
九
〇
年
代
以
来
、
関
係
部
署
が
何
度
も
修
理
や
博
物
館

に
す
る
計
画
を
提
案
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
や
妨
害
に
遭
っ
て
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
然
、
こ
の
施
設
は
、
今
日

に
至
る
ま
で
適
切
な
保
存
や
利
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
文
化
財
を
管
理
す
る
部
署
も
自
分
た
ち
の
利
益
か
ら
出
発
し
、
一
般
公

開
に
向
け
て
働
き
か
け
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
適
切
な
保
存
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
建
物
の
多
く
の
部
分

で
破
損
が
生
じ
、
倒
壊
の
危
険
の
あ
る
箇
所
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
も
し
短
期
間
の
内
に
保
存
問
題
を
解
決
で
き
な
け
れ

ば
、
数
年
先
に
は
建
物
の
破
損
は
一
層
深
刻
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
建
物
に
対
す
る
筆
者
の
見
方
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
建
築
群
は
日
本
の
植
民
地
時
代
に
お
け
る
東
北
地
区
最
大
の

靖
国

神
社

と
し
て
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
存
在
は
我
々
に
と
っ
て
日
本
の
植
民
統
治
を
直
接
理
解
し
、
観
察
し
、
研
究
で

き
る
実
物
で
あ
り
、
政
治
的
意
義
を
有
す
る
建
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
長
春
の
都
市
と
し
て
の
性
質
と
機
能
が
転
換
し
た
こ
と

を
示
す
証
人
な
の
で
あ
り
、
近
代
に
お
け
る
長
春
の
変
遷
を
物
語
る
歴
史
断
片
を
記
録
し
内
包
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
市
史
と
建
築
史
研

究
に
と
っ
て
も
重
要
な
価
値
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
適
切
な
保
護
を
加
え
、
永
久
に
保
存
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
筆
者
は
、
次
の
よ
う
な

え
を
持
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
文
化
財
を
保
存
し
よ
う
と

え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
直
ち
に
各
方
面
の
専
門
家

を
組
織
し
て
詳
細
な
調
査
を
実
施
し
、
早
々
に
修
理
と
保
存
の
計
画
を
定
め
、

も
と
の
ま
ま
に
修
復
す
る

の
原
則
に
基
づ
き
、
完
全
に
復

元
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
建
物
を

東
北
占
領
史
博
物
館

と
し
て
一
般
に
公
開
す
る
。
公
開
す
る
場
合
、
先
ず
一
つ
め
と
し
て

青
少
年
は
無
料
と
す
る
。
二
つ
め
と
し
て
観
光
客
に
公
開
し
、
こ
こ
を
観
光
の
た
め
の
有
料
見
学
場
所
に
変
え
、
入
場
料
を
文
化
財
の
日
常

維
持
費
の
一
部
に
転
化
さ
せ
る
。
三
つ
め
と
し
て
修
理
を
前
提
に
、
こ
の
建
物
を
、
満
洲
国
皇
宮
、
日
本
関
東
軍
司
令
部
、
及
び
司
令
官
官

邸
な
ど
と
い
っ
た
、
長
春
に
お
け
る
満
洲
国
時
期
の
シ
ン
ボ
ル
的
な
建
築
物
と
一
括
し
て
、
共
同
で
中
国
の

全
国
重
点
文
物
保
護
単
位

傀儡国家満洲国の 靖国神社



に
申
請
す
る
。
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
、
文
化
財
の
保
存
に
と
っ
て
さ
ら
に
良
好
な
社
会
環
境
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

本
論
文
の
執
筆
に
お
い
て
は
、
東
北
師
範
大
学
国
際
交
流
処
の
安
載
鶴
副
処
長
よ
り
暖
か
な
ご
支
援
を
賜
っ
た
。
ま
た
東
北
師
範
大
学
日

本
研
究
所
の
陳
秀
武
副
教
授
に
は
日
本
語
資
料
の
翻
訳
の
協
力
を
賜
っ
た
。
こ
こ
に
心
か
ら
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。）

註

筆
者
が
目
に
し
た
満
洲
国
の

新
京
建
国
忠
霊
廟

に
関
す
る
国
内
の
研
究
と
し
て
は
、
李
之
吉

建
国
忠
霊
廟

（
李
之
吉

長
春
近
代
建
築

長
春

出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
第
一
五
七

一
六
三
頁
）、
長
春
晩
報
の
記
者
で
あ
る
李
冬
晨
と
宗
芳
が
王
斌
氏
（
満
洲
史
研
究
家
）
等
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

基
に
し
て
記
し
た

開

忠
霊
廟

的
真
面
目

（

長
春
晩
報

二
〇
〇
五
年
二
月
二
二
日
）
等
が
あ
る
。

こ
の
建
築
物
は
、
現
在
の
長
春
南
湖
附
近
の
空
軍
長
春
航
空
大
学
校
区
内
に
あ
る
。

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
、
第
七
頁
）。

こ
の
地
を

建
国
忠
霊
廟

を
建
造
す
る
た
め
の
敷
地
と
し
た
こ
と
に
は
、
以
下
の
理
由
が
あ
っ
た
。
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
に
満
洲
事
変
が
勃
発

す
る
と
、
日
本
軍
は
翌
早
朝
、
長
春
に
侵
攻
し
た
が
、
長
春
の
南
嶺
大
営
に
進
行
中
、
中
国
軍
の
激
し
い
抵
抗
に
遭
い
、
四
三
名
の
日
本
兵
が
戦
死
し

た
。
中
で
も
、
こ
の
場
所
で
の
戦
死
者
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
九
三
二
年
以
後
、
日
本
の
関
東
軍
と
満
洲
国
当
局
は
こ
こ
を

記
念
地

と
し

て
、

聖
域
（
い
わ
ゆ
る

聖
戦
之
地

）

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
当
局
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
場
所
は

建
国
忠
霊
廟
を
建
て
る
上
で
最
も
適
し

た
聖
地

で
あ
り
、

満
洲
国
の
建
国
の
た
め
に
身
を
捧
げ
た
英
霊
を
祀
る

根
本
の
地
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
、
第
七
頁
。

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
、
第
八
頁
。

盛
京
時
報

一
九
三
九
年
五
月
五
日
、
第
三
面
。

伊
勢
皇
大
神
宮
は

宮
と
も
称
し
、
三
重
県
伊
勢
市
の
五
十
鈴
川
沿
い
に
位
置
す
る
。
こ
こ
は
日
本
神
道
の
聖
地
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
前
に
建
て
ら

れ
、
天
照
大
神
を
祀
っ
て
い
る
。
天
照
大
神
は
皇
室
の
祖
神
で
あ
り
、
ま
た
日
本
民
族
の
最
高
神
で
あ
り
、
八
百
萬
の
諸
神
の
象
徴
で
あ
る
。
伝
承
に
よ

る
と
、
初
代
神
武
天
皇
か
ら
第
十
代
崇
神
天
皇
の
時
代
は
、
天
照
大
神
は
古
都
大
和
（
現
在
の
奈
良
県
）
の
皇
宮

に
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
第
十
代
崇
神

天
皇
の
時
に
日
本
国

で
疫
病
が
流
行
し
た
た
め
、
崇
神
天
皇
は
皇
女
豊
鍬
入
姫
に
命
じ
、
皇
宮
外
の
奈
良
盆
地
東
部
に
天
照
大
神
を
祀
ら
せ
た
。
そ
し
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て
第
十
一
代
垂
仁
天
皇
は
、
皇
女
倭
姫
に
命
じ
て
、
天
照
大
神
を
祀
る
最
適
な
場
所
を
探
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
倭
姫
は
大
和
を
出
発
、
近
江
、
美
濃
を

経
て
伊
勢
に
た
ど
り
着
き
、
そ
の
地
に
天
照
大
神
を
祀
る
場
所
を
得
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

李
之
吉

長
春
近
代
建
築

（
長
春
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
版
、
第
一
五
七

一
五
九
頁
）
か
ら
引
用
。

長
春
晩
報
記
者
李
冬
晨
采
訪
偽
満
史
研
究
専
家
楊
忠
臣
談
話
摘
要

（
李
冬
晨
、
宗
芳

開

忠
霊
廟

的
真
面
目

所
載
、

長
春
晩
報

二
〇
〇

五
年
二
月
二
二
日
）
参
照
。

建
国
忠
霊
廟
厳
粛
挙
行
修
祓
礼

（

盛
京
時
報

一
九
四
〇
年
九
月
一
八
日
）。

同
前
注
。

建
国
忠
霊
廟
鎮
座
祭

（

盛
京
時
報

一
九
四
〇
年
九
月
二
〇
日
）。

建
国
廟
春
恒
祭

（

盛
京
時
報

一
九
四
二
年
六
月
一
日
）。

建
国
忠
霊
廟
秋
季
祭

（

盛
京
時
報

一
九
四
二
年
九
月
一
九
日
）。

建
国
忠
霊
廟
春
大
祭
盛
況

（

盛
京
時
報

一
九
四
四
年
六
月
一
日
）。

康

新
聞
（
盛
京
時
報
）

一
九
四
四
年
九
月
二
一
日
。
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桂
維
林

偽
満
時
期
日
本
在
遼
寧
鉄
嶺
推
行
奴
化
教
育
的
回
顧

。

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
、
第
五
頁
）。

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
、
第
六
頁
）。

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
、
第
七
頁
）。

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
、
第
七
頁
）。

こ
の
外
、

建
国
神
廟

は
祭
祀
の
内
容
や
形
式
に
お
い
て
、
当
時
、
東
北
各
地
に
遍
く
存
在
し
た

日
本
神
社

と
基
本
的
に
同
じ
で
は
あ
る
が
、
形

式
、
性

、
等
級
に
お
い
て
顕
著
な
違
い
が
あ
る
。

日
本
人
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た

神
社

が
祀
る

天
照
大
神

は
日
本
神
道
の
範

に
属
す
る
が
、

建
国
神
廟

が
祀
る

天
照
大
神

は

満
洲

国
の
元
神

に
転
化
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
日
本
神
社
は
純
粋
に
日
本
人
が
所
有
し
、
民
間
的
な
性
質
を
帯
び
、
日
本
人
の
み
に
運

営
権
が
あ
り
、
直
接
、
日
本
植
民
統
治
機
構
関
東
局
に
所
属
し
た
。
一
方
、

建
国
神
廟

は
満
洲
国
政
府
に
属
す
る

国
家
神
廟

で
あ
っ
た
。
前

の

矢
追
又
三
郎

建
国
神
廟
、
建
国
忠
霊
廟

（

満
洲
建
築
雑
誌

第
二
三
巻
一
期
）
を
参
照
。
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